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1. はじめに

平成 1 1 年の PFI 法の施行より、公共サービスの

調達手法 としての PFI は着実にその数を増や してお

り、本年の PFI 法の改正を受け、今後も増加するこ

とが考えられる。一方でインフラ事業における PFI

事業はいくつかの検討がなされているものの、道路

や上下水道 といった分野への適用は進んでいないの

が現状である。

インフラヘの展開が進まない要因は各種法制度 と

の整合など様々あげられるが、インフラ整備、維持

管理にはさまざまなリスクが存在 し、これが事業の

実施を妨げている大きな要因とも言える。

しかしながら、PFI の効果である VFM の発現の要

因の一つ として、 リスク移転があげられる。 これは、

これまで公共が負担 していた リスクを適切に民間が

分担 し、民間事業者のノウハウの発揮によリリスク

をマネジメン トすることによリコス トの縮減等が図

られるものであり、適切なリスク分担を検討するこ
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PFIによる公共サービスの調達は今後も増加すると考えられる中、インフラ事業におい

てもPFIによる実施が期待 されている。 しかしながら、これまでインフラ分野でPFIにより

実施された事例はなく、その要因としては適切なリスク分担の検討が不十分であることが

挙げられる。本稿では道路事業を例に取 り上げ、リスクマネジメン トのために必要不可欠

である、リスク認識のための基礎資料として、アンケT 卜調査により我が国の道路事業に

おいて発生しているリスク及びその発生要因を分析 した。また、イギリスのPFI事業でリ

スク認識の基本的作業としてあるリスクワークショップの有効性を指摘し、我が国におけ

るリスクワークショップのあり方について提案 した。

!  【キーワー ド】インフラPFI、リスクマネジメン ト、リスクワークショップ

とは今後の PFI 事業のインフラ分野への展開におい

て必要不可欠であるといえる。

ジスク分担を検討する上では、その事業を実施す

る (施設整備段階から維持管理 ・運営段階までライ

フサイクル全般) にあた り、どのようなジスクが存

在 し、その リスクによる影響がどの程度の物なのか

を知ることが必要である。

また、 「その リスクをもつとも効率的に管理でき

る主体が リスクを分担する」とい うジスク分担の基

本的考えにもとづき PFI 事業における官民のリスク

分担を検討するためには、潜在的なジスクに対 して

誰がどのようなマネジメン トをすることが可能であ

るかを議論する必要がある。

従来の我が国におけるインフラ事業においては、
一部を除き多 くの リスクを公共が負担 し、マネジメ

ン トを行つているが、潜在的なジスク要因の抽出や

顕在化 した リスクヘの対応は、担当者の過去の経験

等により個別に対応するに留まってお り、その知見

が組織 として蓄積 され他の事業に反映されていない
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のが現状である。

本稿ではインフラ事業のうち PFI による事業化が

期待 される道路事業を例に取 り上げ、アンケー ト調

査を行い、実データから重点要因の抽出とその影響

の分析を行 うことにより、インフラ PFI 事業におけ

るリスクマネジメン トの可能性を検討 した。

2 . 道路事業におけるリスクデータの収集

(1) 調査概要

本研究で使用 したデータは、平成 15, 16 年度に国

土交通省道路局により、全国の国道事務所、河川国

道事務所を対象 としたアンケー ト調査によるもので

ある。

調査対象は各事務所で現在整備中、供用中の事業

から平成 15 年には 3 サンプル、平成 16 年には 5 サ

ンプルを抽出してもらい、主として以下の項 目を調

査 した。

1 ) 事業費 :計画 (事業化時点での概数) と実績

2 ) 事業期間 :計画 (事業化時点での概数) と実績

3 ) 平成 13 年以降調査時点までで、対応に苦慮した

事項の内容

調査においては、リスク事象を3 要素に分けて捉

える。まず, 実際に事業費、事業期間に影響を与え

る事象を 「イベン ト」、次に、イベン トを発生させ

る原因や潜在的原因を 「要因」、そ して, イベン ト

によつて事業に与えられる結果を 「影響」 と定義す

る。 このような 3 要素の複雑な連鎖を正確に把握す

ることによつて, 道路事業におけるリスクを適切に

捉えることが可能になる。

(2) 集計結果

アンケー ト調査の単純集計結果を示す。

事業費の計画 と実績 との乖離は平均全体事業費超

過率 (実績事業費/ 計画事業費) は 162% 、事業化

から供用開始までの平均遅延年数は 3.5 年と大きな

値 となっている。これは、対象 となるサンプルは、

対応に苦慮 したイベン トが発生 した事業であり、 リ

スクが顕在化 した事業のみでの平均であることから

大きな値を示 したと言え、偏つたものであるが、一

度 リスクが顕在化 した場合にはその影響が非常に大

きいことが伺える。

(3) 重点要因の抽出

次に、イベン ト毎にそのイベン トを発生させる要

因となった事象を抽出する。

イベント毎の要因割合を表- 1 に示す。

表- 1 イベント毎の要因割合

段階 イベント 要因
景困

個数

要因

割合

イベント
率 牛 宿 狩

量
計

測
設

ルー ト変更によ
る作業のや り直
し

ある文化財の発見

1

地域 分 断 に よ る 夢 百

岳続遭路等 に関す る協議 による変

の

坦望2 断 に よる変更
コス ト縮競 目的に二拓雰百

手の計画変
に関す る協

作業のや り直 し
1

1法 面 地 器 の 変 化

の合意形成のための変曹
装 目的 等 へ の 定 対

他の 1

云令等変 更への 関連法令等の変更
10働

設計
協議

環境対策に関す
る協議 鋤

一劇の 他

ルー ト・構造に関
する地元協議

事 へ の 反対 1

帯 続 設 の 計 画

関係機関との調

五 29'

整 との交差

の 他

新たな開発計画
に関する協議

ニュータウンの開発計画

の 他

目然 環 境 に 関 す
る協 憲 のth

埋蔵文化財に関
する協議

1地域 的 価 値 の あ る文 化 財 の 発 R

子の 他

地
収

用
買

用地交渉の難航

王 る人 り拒 否 等 20,

確地 定

≧価寮あ

奮 地 確 保

地 所有看と借地権者の係争

地の処理の要望
脱 ・入会焦野左メ批権者がを数

の 他

予算措置の変更
軍 の 保 准 措 置

算 の J「制 措 置

仕会状況の変化
地価 の 上 昇

下 露

工事

周辺地域への対
応

電 周 辺 種 遣 物 の 損 嬢

井 戸 枯 れ て戸 数 )

汚 摯

売 染

を言む
の喜 撲 等 へ の 反 対

住 民 の 子の 他 J 対

生 騒 糸 へ の 影 響

の 他

予期せぬ地質条
件変化への対応

,法 面

子の 他

地下埋設物への
対応(含 :用地協
議)

可土法面

三な埋 蔵文 化 財 の発 見 1 働

その仙

近隣構造物への

対応

０

扇架橋
子の統

的

自然災害への対
応

害

零策風

甲 曇 雨 災 害 働

関係機関への対
応

頑 路

用 地

1 印

:の 奮 斉

予算措置変更ヘ

の対応
予算の抑制措置 ０

法令書変史への

対応
調連法令等の変更 的

会 状 況 の 変 化 その統
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a) 測量 ・設計段階

測量設計段階で数多く発生 しているイベン トはル
ー ト変更による作業のや り直 しと構造変更による作

業のや り直 しである。ルー ト変更による作業のや り

直しが発生する要因としては価値ある文化財の発見

が4 割ある。この うち8 割以上は埋蔵文化財指定の

ある地域であることから、事前調査の詳細な実施に

より回避する可能性があることが伺える。

b) 設計協議段階

設計協議段階で数多く発生 しているイベン トはル
エ ト・構造に関する地元協議 と関係機関との調整で

ある。

道路事業における設計協議は、これまで基本的に

は公共が主となって行つていたことから、PFI 事業

においてもその リスクを民間事業者に分担すること

は困難 とも考えられるが、鉄道事業等では民間事業

者が同様の協議を行つてお り、場合によっては民間

事業者が負担することも考えられる。

c) 用地買収段階

用地買収段階での用地交渉の難航 とい うイベン ト

は約 6 割の工区で発生している。その要因も様々で

あり、また、複数の要因が関連 してイベン トを発生

させている工区も多くある。

用地買収段階では、官民双方において有効なマネ

ジメン ト手法 とい うものは考えづらいが、 ジスクマ

ネジメン トで最も重要となるのはリスク認識であ り、

何をリスクと捉えるかの基準を設定し、その基準を

事業に関わる主体が共有することが望まれる。

d) 工事段階  |

工事段階で数多く発生 しているイベン トは周辺地

域への対応、予期せぬ地質条件変化への対応、関係

機関への対応である。

工事段階においては建設技術によるところも大き

く、民間事業者のノウハ ウの発揮による適切なマネ

ジメン トが期待される。

3 . リスクマトリックス

リ不クの危険度を判定するためリスクランキング

マ トリックスを作成 した。 リスクマ トリックスとは

横方向にリスクの発生確率t 縦方向に影響の大きさ

を取つたもので、右上方向に行 くほど危険度が高い

リスクであることを示すものである。

表- 2 に期間への影響のマ トリックスを、表- 3

に費用への影響のマ トリックスを示す。

表- 2 リスクマ トリックス (期間への影響)

影
響

（
期

間

）

3年～

1～3年

I -4 、I - 7

コI- 3、掛r- 3

W - 4、IV - 1

一
I -2、エー6、
正- 1

0～1年

I -3、エー4、
W -6、「r-9、
Ⅳ- 10

エー5、W -7
I -2、エー1

1 -3

年
I - 4、Ⅳ-5、

IV - 8
W - 1、Ar-2

0 - 1096 10 - 2096 20 96～

発生確率

表- 3 リスクマ トリックス (費用への影響)

影
響

（
期

間

）

3年～
Ⅱ- 2、II -3、

Ⅳ - 10、W ―

11

I - 1、IV - 2

1～3年 正- 1、正- 6

0～1年

４

４

４

一
　

一
　

一

Ｉ
皿

Ⅳ

エー7、

W - 3、

Ⅳ-6、

IV - 1、IV - 7
I -2、正-3 t
正三1

年
I - 3、IV -5、

W - 8
I - 5 一

％ 0 - 10% 10 - 20% 20% ～

発 確 率

I

-

1  ル

ー 卜変更による作業のや り直 し
I -2 更 こよる作 :のや り直 し
I -3 その他

正-1 環境対策に関する協議  
~~ ~

= -2 ルー ト・構造に関する地元協議
３

↓
正 関 との

正-4 汚たな 画 幻する協議
５

一
Ｉ に融 す る
I -6 埋蔵文 ヒ こ る

I -7 その他

匝

-

1 渉 の

皿- 2
= の変更

皿-3 会 状 況 の
Ⅱ-4 そのヒ

一
Ⅳ- 1 周 辺地域 へ の カ

IV -2 予期せぬ地質条件変化への;
Ⅳ-3 地 下 よ 〕への対応
IV - 4 逆 造 物 へ の

Ⅳ- 5 1 賃への対応
IV - 6 自然 災i ;への
Ⅳ - 7 鼠への対応
Ⅳ-8 予買 1 史 へ の済応

W T9 法令 E更 へ の

IV - 10 況の変化
IV - 11 その
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4 , シミュレーシ ョンによる定量化

アンケエ ト調査により得 られた結果からリスクの

影響を定量的に把握するために、モンテカルロシミ

ュレーションによる定量化を行 う。モデル化におい

ては標準的な工程によるアローダイヤグラムを設定

し、各手続で発生するイベン トについてアンケー ト

調査から得 られたその発生確率と影響の分布形を設

定した。

事業期間の遅延については、計画期間の 10.5 年に

対 し平均値は 14.9 年とならてお り、4 年以上の遅延

が見込まれる。また、複数の作業を同時に行 う事業

においてクリティカルパス上にない作業の遅延は、

総事業期間には影響を与えないが、各作業の遅延に

よリクリティカルパスは毎回異なることが確認でき

た。詳細については講演時に示す。

5 . リスクワークショップ

リスクワークショップとは、事業の進捗に応 じた

適切な時期毎に関係主体が一堂に会 し、ブレーンス

トー ミング方式で対象事業の リスクについて議論す

るものであり、一連の リスクマネジメン ト作業を行

う上で非常に重要な手段である。

イギリスにおいては PFI 事業のガイ ドラインであ

る英国道路省の Value for Manual においてリスクの

定量化の手続 として規定され、広 く実施され一定の

成果が確認 されているものであり、我が国のインフ

ラ PFI 事業におけるリスクマネジメン トにおいても、

是非とも導入すべき手法である。

ジスクワークシヨップの出席者は、事業に関わる

全ての主体であり、道路管理者である公共はもちろ

んのこと、設計、施工、維持管理の各事業者や、保

険コンサルタン トや金融機関の参加も望まれる。

ワークショップの主たる議題は事業における全て

のリスクの同定、定量的評価のための各種パラメー

タの設定及びリスクマネジメン ト計画の立案である。

リスクに関するデニタの蓄積が進んでいるといわ

れるイギリスにおいても、不十分な点についてはワ

ークショップにおいて専門家の意見をふまえ、定量

化のための各種パラメニタを設定しておりt 我が国

においても、リスクワークショップの開催は、リス

クを認識し、適切なマネジメン ト計画の立案のため

には非常に有益と考えられる。

6 。おわりに

アンケー ト調査もとづ く分析の結果、多くの道路

事業において予定期間からの事業期間超過、予定事

業費からの事業費超過を確認することができ、 リス

クマネジメン トの効果的な実施には以下のことに留

意する必要が伺えた。

① 特定のリスクについては発生確率あるいは発生

時の影響が非常に大きいものがあり、マネジメン ト

の対象 として重点的に行 うべきものとそ うでないも

のに分類 した上での、効果的なマネジメン トが必要

となる。

② ―工程に沿つて考えると、全体工期や費用に影響

を及ぼすクリティパルパス上のリスクについては、

その影響に応 じて対応する必要があるとともに、発

生確率によっては、クリティカルパス自身も変化す

ることを踏まえる必要がある。

なお、本研究は、国土交通省道路局から受託 し、

土木学会建設マネジメン ト委員会 PFI 研究小委員会

において実施 した 「道路事業におけるリスクマネジ

メン ト検討調査」の成果の一部である。ここに、厚

く謝意を表 したいる
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